
公益法人の区分
国認定、都道府
県認定の区分

継続支出の
有無

農林水産省 独立行政法人農畜産業振興機構 4010405003683
公益社団法人中央
畜産会

9010005013847 令和４年度家畜防疫互助基金支援事業 54,367,981 － 令和5年5月19日 － 公社 国認定

事業内容が、令和3年度か
ら3年間の業務対象期間中
に生産者によって造成され
る基金と併せて実施するも
のであり、事業実施期間の
初年度（令和３年度）に他
の事業と同様に公募を実
施。なお、候補者の選定に
あたっては、外部有識者等
からなる事業実施主体審
査委員会を経て選定してい
る。

有

農林水産省 独立行政法人農畜産業振興機構 4010405003683
公益社団法人日本
食肉格付協会

8010005016652
令和４年度食肉流通改善合理化支援事業
（食肉流通経営体質強化促進事業（食肉取
引円滑化推進事業））

26,487,762 － 令和5年5月19日 － 公社 国認定

公募に際しては、十分に公
募期間を確保し、ＨＰ、メー
ルマガジン、プレスリリース
の配布等を行うとともに、
外部有識者等からなる事
業実施主体審査委員会を
経て候補者を選定してい
る。

有

農林水産省 独立行政法人農畜産業振興機構 4010405003683
公益社団法人中央
畜産会

9010005013847
令和４年度畜産特別支援資金融通事業（畜
産特別資金融通事業）

162,245,808 －
令和5年5月19日
令和5年6月30日

－ 公社 国認定

事業内容が、平成30年度
から5年間の貸付期間中に
貸し付けられた資金への利
子補給等であり、当該資金
の償還が終了するまで事
業が継続するため、事業実
施期間の初年度（平成30
年度）に公募を実施。なお、
候補者の選定にあたって
は、外部有識者等からなる
事業実施主体審査委員会
を経て選定している。

有

農林水産省 独立行政法人農畜産業振興機構 4010405003683
公益社団法人中央
畜産会

9010005013847
令和４年度野生イノシシ経口ワクチン散布対
策事業

46,924,224 － 令和5年5月19日 － 公社 国認定
緊急対策であり、国からの
要請に基づき事業実施主
体が特定される。

有

農林水産省 独立行政法人農畜産業振興機構 4010405003683
公益社団法人中央
畜産会

9010005013847
令和４年度酪農労働省力化推進施設等緊急
整備対策事業

248,644,869 －
令和5年5月10日
令和5年6月30日

－ 公社 国認定

公募に際しては、十分に公
募期間を確保し、ＨＰ、メー
ルマガジン、プレスリリース
の配布等を行うとともに、
外部有識者等からなる事
業実施主体審査委員会を
経て候補者を選定してい
る。

有

農林水産省 独立行政法人農畜産業振興機構 4010405003683
公益社団法人中央
畜産会

9010005013847
令和５年度畜産経営災害等総合対策緊急支
援事業（家畜防疫互助基金支援事業）

66,835,294 －
令和5年8月10日
令和5年12月8日

－ 公社 国認定

事業内容が、令和3年度か
ら3年間の業務対象期間中
に生産者によって造成され
る基金と併せて実施するも
のであり、事業実施期間の
初年度（令和３年度）に他
の事業と同様に公募を実
施。なお、候補者の選定に
あたっては、外部有識者等
からなる事業実施主体審
査委員会を経て選定してい
る。

有

農林水産省 独立行政法人農畜産業振興機構 4010405003683
公益財団法人日本
食肉消費総合セン
ター

5010405001026
令和５年度食肉流通改善合理化支援事業
（国産食肉等新需要創出緊急対策事業）

11,371,286 － 令和5年12月20日 － 公財 国認定

公募に際しては、十分に公
募期間を確保し、ＨＰ、メー
ルマガジン、プレスリリース
の配布等を行うとともに、
外部有識者等からなる事
業実施主体審査委員会を
経て候補者を選定してい
る。

有

所管府省 支出元独立行政法人の名称

独立行政法人から公益法人への契約以外の支出についての見直しの状況

支出元独立行政法人
の法人番号

点検結果
（見直す場合はその内容）

公益法人の場合
交付又は支出先法人名

称
名目・趣旨等 交付又は支出額

（会費の場合）
支出先法人が定める会
費一口当たりの金額、
もしくは最低限の金額

交付又は支出日等
（支出決定日）

（会費の場合）
支出の理由等

契約の相手方の法人番
号
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農林水産省 独立行政法人農畜産業振興機構 4010405003683
公益財団法人日本
食肉消費総合セン
ター

5010405001026
令和５年度国産畜産物安心確保等支援事業
（緊急時生産流通体制支援事業のうち緊急
時食肉安全性等情報提供事業）

13,104,813 － 令和5年12月20日 － 公財 国認定

公募に際しては、十分に公
募期間を確保し、ＨＰ、メー
ルマガジン、プレスリリース
の配布等を行うとともに、
外部有識者等からなる事
業実施主体審査委員会を
経て候補者を選定してい
る。

有

農林水産省 独立行政法人農畜産業振興機構 4010405003683
公益社団法人日本
食肉市場卸売協会

6010005004072
令和５年度食肉流通改善合理化支援事業
（食肉流通経営体質強化促進事業（食肉卸
売市場機能強化事業））

58,107,600 －
令和5年8月18日
令和6年1月10日
令和6年3月8日

－ 公社 国認定

公募に際しては、十分に公
募期間を確保し、ＨＰ、メー
ルマガジン、プレスリリース
の配布等を行うとともに、
外部有識者等からなる事
業実施主体審査委員会を
経て候補者を選定してい
る。

有

農林水産省 独立行政法人農畜産業振興機構 4010405003683
公益社団法人中央
畜産会

9010005013847
令和５年度畜産特別支援資金融通事業（畜
産特別資金融通事業）

348,440,000 －
令和5年6月28日
令和5年11月10日
令和6年2月20日

－ 公社 国認定

事業内容が、平成30年度
から5年間の貸付期間中に
貸し付けられた資金への利
子補給等であり、当該資金
の償還が終了するまで事
業が継続するため、事業実
施期間の初年度（平成30
年度）に公募を実施。なお、
候補者の選定にあたって
は、外部有識者等からなる
事業実施主体審査委員会
を経て選定している。

有

農林水産省 独立行政法人農畜産業振興機構 4010405003683
公益社団法人配合
飼料供給安定機構

9011205001658
令和５年度配合飼料価格安定制度運営基盤
強化事業

66,242,872 －
令和5年9月29日
令和5年12月20日

－ 公社 国認定
緊急対策であり、国からの
要請に基づき事業実施主
体が特定される。

有

農林水産省 独立行政法人農畜産業振興機構 4010405003683
公益社団法人配合
飼料供給安定機構

9011205001658
令和５年度配合飼料価格高騰緊急特別対策
事業

46,144,657,978 －

令和5年5月19日
令和5年5月31日
令和5年6月30日
令和5年9月20日

－ 公社 国認定
緊急対策であり、国からの
要請に基づき事業実施主
体が特定される。

無

農林水産省 独立行政法人農畜産業振興機構 4010405003683
公益社団法人配合
飼料供給安定機構

9011205001658
令和５年度肥育牛経営改善等緊急対策事業
（配合飼料価格安定制度運営安定化支援事
業）

1,279,551,962 －

令和5年4月28日
令和5年6月30日
令和5年9月29日
令和5年12月20日

－ 公社 国認定
緊急対策であり、国からの
要請に基づき事業実施主
体が特定される。

有

農林水産省 独立行政法人農畜産業振興機構 4010405003683
公益社団法人配合
飼料供給安定機構

9011205001658
令和５年度肥育牛経営改善等緊急対策事業
（配合飼料価格安定制度運営基盤強化緊急
対策事業）

891,148,687 － 令和5年5月10日 － 公社 国認定
緊急対策であり、国からの
要請に基づき事業実施主
体が特定される。

無

農林水産省 独立行政法人農畜産業振興機構 4010405003683
公益社団法人中央
畜産会

9010005013847
令和５年度養豚経営安定対策補完事業（野
外環境リスク低減対策事業）

314,503,000 －
令和5年6月20日
令和5年12月8日
令和6年3月8日

－ 公社 国認定
国からの要請に基づき事
業実施主体が特定される。

有

農林水産省 独立行政法人農畜産業振興機構 4010405003683
公益社団法人中央
畜産会

9010005013847
令和５年度酪農緊急パワーアップ事業（酪農
労働省力化対策事業）

18,810,326 － 令和5年8月18日 － 公社 国認定

公募に際しては、十分に公
募期間を確保し、ＨＰ、メー
ルマガジン、プレスリリース
の配布等を行うとともに、
外部有識者等からなる事
業実施主体審査委員会を
経て候補者を選定してい
る。

有

【記載要領】

（注１）「公益法人等」には、特例民法法人、公益社団・財団法人が含まれる。

（注２）「名目・趣旨等」には、その詳細を簡潔に記載すること。

（注３）「会費一口当たりの金額、もしくは最低限の金額」の欄は支出先法人が定める会費一口当たりの金額もしくは最低限の額を記載すること。

（注４）公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。
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